
『水田フル活用の統計データブック：2018 年水田農業政策変更直後の悉皆調査結果からみる農業再生協議会・水田フル活用ビジョン・産地交付金の実態』 

正誤表 

 
●12 ⾴、42 ⾴ 

誤 正 
図 1-7 地域区分ごとにみた都道府県農業再⽣協議会の事務局 図 1-7 地域区分ごとにみた地域農業再⽣協議会の事務局 

 
 
●46 ⾴ 

誤 正 
図 1-19 
 

 
 
図 1-20 

 

図 1-19 
 

 
 
図 1-20 

 



●79 ⾴、84 ⾴ 
誤 正 

79 ⾴ 図 3-8 

 
 
84 ⾴ 

 

79 ⾴ 図 3-1 
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都道府県のホームページ
JAのホームページ

都道府県農業再生協議会のホームページ
都道府県の窓口

JAの窓口
都道府県の広報誌

JAの広報誌
農家を対象とした連絡会等

その他の方法
策定・承認されたが公表していない

無回答

（都道府県農業再生協議会数）

（都道府県数）

都道
府県

JA
都道府県
農業再生
協議会

都道
府県

JA
都道
府県

JA

全国 41 32 32 0 0 4 4 0 0 0 0 0 1 1 1
北海道・東北 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北陸 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
関東・東山 7 3 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
東海 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
近畿 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中国 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四国 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
九州・沖縄 7 5 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

広報誌 農家を対
象とした
連絡会等

その他
の方法

策定・承認されたが
公表していない

無回答ｎ

ホームページでの公表 窓口
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都道府県の窓口

JAの窓口
都道府県の広報誌

JAの広報誌
農家を対象とした連絡会等

その他の方法
策定・承認されたが公表していない

無回答

（都道府県農業再生協議会

（都道府県数）

都道
府県

JA
都道府県
農業再生
協議会

都道
府県

JA
都道
府県

JA

全国 41 39 32 0 7 4 4 0 0 0 0 0 1 1 1
北海道・東北 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北陸 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
関東・東山 7 8 3 0 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
東海 3 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
近畿 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中国 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四国 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
九州・沖縄 7 5 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
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農家を対
象とした
連絡会等

その他
の方法

策定・承認されたが
公表していない

無回答ｎ

ホームページでの公表 窓口



●170 ⾴上部 
誤 正 

地域版⽔⽥フル活⽤ビジョンにおける推進の記載状況 
 

 
 

地域版⽔⽥フル活⽤ビジョンにおける推進の記載状況 
 

 

 
●203 ⾴下から 6〜3 ⾏⽬ 

誤 正 
本調査で回収できたもののうち、産地交付⾦を設定する上で、不作
付地の解消を具体的な交付対象としていたのは、3 地域農業再⽣協
議会に限られていた。「不作付地解消加算」等の名⽬であり、交付
単価は、30,000 円／10a が 1 地域農業再⽣協議会、10,000 円／10a
が 2 地域農業再⽣協議会であった。 

本調査で回収できたもののうち、産地交付⾦を設定する上で、不作
付地の解消を具体的な交付対象としていたのは、2 地域農業再⽣協
議会に限られていた。「不作付地解消加算」等の名⽬であり、交付
単価は、30,000 円／10a が 1 地域農業再⽣協議会、10,000 円／10a
が 1 地域農業再⽣協議会であった。 

 
  

（地域数）

生産主体① 地域条件② 土地条件③

推進の記述あり 488 219 102 20 140 534

推進の記述なし 271 － － － － －

推進の記述あり 629 389 159 10 360 158

推進の記述なし 130 － － － － －

推進の記述あり 368 454 172 12 416 172

推進の記述なし 391 － － － － －

推進の記述あり 464 301 120 7 246 258

推進の記述なし 295 － － － － －

推進の記述あり 321 314 48 42 286 215

推進の記述なし 438 － － － － －

推進の記述あり 293 113 16 10 104 161

推進の記述なし 466 － － － － －

n

新市場開
拓用米

備蓄米

①②③いずれかの記述あり
①②③の記述なし

加工用米

飼料用米

米粉用米

WCS用稲

（地域数）

生産主体① 地域条件② 土地条件③

推進の記述あり 488 133 51 24 85 355

推進の記述なし 271 － － － － －

推進の記述あり 629 264 103 32 192 365

推進の記述なし 130 － － － － －

推進の記述あり 368 76 26 10 53 292

推進の記述なし 391 － － － － －

推進の記述あり 464 172 44 14 139 292

推進の記述なし 295 － － － － －

推進の記述あり 321 45 12 7 32 276

推進の記述なし 438 － － － － －

推進の記述あり 293 67 19 11 48 226

推進の記述なし 466 － － － － －

n

新市場開
拓用米

備蓄米

①②③いずれかの記述あり
①②③の記述なし

加工用米

飼料用米

米粉用米

WCS用稲



●204 ⾴ 10〜13 ⾏⽬ 
誤 正 

本書の調査結果では、5 地域農業再⽣協議会について、中⼭間地域
を要件に掲げて産地交付⾦が設定されていることを確認した。 
これら 5 地域農業再⽣協議会は、東北・北陸地域に所在しており、
交付額は、8,000 円／10a、9,000 円／10a、10,000 円／10a、
12,000 円／10a、20,000 円／10a である。 

本書の調査結果では、3 地域農業再⽣協議会について、中⼭間地域を
要件に掲げて産地交付⾦が設定されていることを確認した。 
これら 3 地域農業再⽣協議会は、東北・北陸地域に所在しており、
交付額は、8,000 円／10a、9,000 円／10a、20,000 円／10a であ
る。 

 


